
1 基本的事項

(1)策定の目的

県が市町とともに国民健康保険の安定的な財政運営や効率的な事業運営を進

めるため、県内の統一的な国保運営方針を定め、市町が担う事務の効率化、

標準化、広域化を推進する。

(2)根拠法

国民健康保険法(昭和30年)第82条の2 (平成30年4月 1日施行)

(3)対象期間

平成30年4月から平成33年3月まで(3午間)

福井県国民健康保険運営方針(案)【概要】

, 1 ・

国民健康保険の医療費および財政の見通し

)医療費の動向と将来見通し

・医療費総額および1人当たり医療費とも増加傾向。

・被保険者数が減少する一方、高齢化・医療の高度化等で1人当たり医療費は

さらに増加見込み。
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県内17市町国保のうち5市町は1劇呆険者数が3千人未満の小規模保険であ

リ、財政運営が不安定になるりスクが高い状況。今後も被保険者数の減少に

伴い、さらに小規模化が進行。
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(2)財政状況と赤字削減・解消

(赤字削減・角戦肖の取組み)

現在、約半数の市町が保険料負担緩和等のため一般会計繰入を実施。

赤字補填等目的一般会計繰入の状況(H2刀

繰入実施市町数
および繰入額

うち2午継続

各市町において決算補填等目的の一般会計繰入金と繰上充用金の削減・解消

を着実に進める。

単年度で赤字を解消できない市町は、医療費適正化の取組みや保険料設定の

見直し、収納率向上などの対策、赤字解消の目標年次を定めた計画を作成。

保険料負担が急変しないよう段階的に解消。

累積赤字額

8市町

7市町

1 6. 2億円

1 5, 8億円

1市

り

納付金および保険料率の算定方法

)保険料水準の統一に向けた考え方

・現状では市町間の医療費水準に約1.3倍、保険料に 1.6倍の差。

1人当たり医療費および保険料(H2刀

2 9. 5億円

1人当たり

繰入額

最大市町

最小市町

25,8四円

5, 308円

・医療費水準に見合った保険料負担とし、医療費適正化のインセンティブとな

るよう、当面は納付金の算定に市町ご上の医療費水準の差を反映。

・将来的には医療費水準を反映せず保険料水準の統一を目指す。このため、医

療費適正化の取組みを進めるとともに、市町において標準的な保険料算定方

式としていく。

(2)標準的な保険料算定方式

各市町の現行の保険料算定方式は 4 方式(所得割、資産割、均等割、世帯害D

となっているが、標準的な保険料算定方式は、資産割を廃止した3力式(所

得割、均等割、世帯御D とする。

医療費(円)

最大市町

最小市町

県平均

423, 723

市町格差

340 152

381, 626

保険料(円)

1. 25倍

最大市町

最小市町

県平均

102, 621

市町格差

63, 110

94, 700
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市町は実際の保険料算定を3方式とするよう目標設定し、段階的に移行。

市町は、県が示す標準保険料率を参考に実際の保険料率を決定。

4 保険料(税)徴収の適正な実施

・収納率は上昇傾向であるものの、市町間で約10%の差。

93%

保険料(税)収納率の推移

一薫一福井県*U"全国

90.89

88%ー
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・保険者規模別に収納率目標を設定。市町は収納不足の要因分析 q帯納理由、

口座振替実施率、徴収体制など)を行い、目標達成に向けた対策を実施。

(収納対策)

・口座振替の促進やコンビニ収納など納付機会を拡大。

・滞納者ヘの早期接触や短期被保険者証の活用など、個別の事情に応じたきめ

細かな納税相談の実施。

・収納担当職員に対する研修会実施や効果的な収納対策の共有化を図る。

89.86

1.93

H23

92'30

H24

90.95

屯゛

<

92.79

91.45

H25

保険者規模

(被保険者数)

H26

収納率目標(案)

5千人未満

H27

5千~1万人

第1目標

1~2万人

5

全国上位

5割目安

2~5万人

市町の国民健康保険事業の広域的・効率的な運営の推進

・被保険者証の更新時期を統一(平成31年8月実施目標)。

・保険給付費等について県から県国民健康保険団体連合会ヘの直接払いを実施。

・各種請求事務など市町によって運用に差異がある国保事務について、市町上

協議を進め、運用の統一を図っていく。

5万人以上

第2目標

95%

全国上位

3割目安

94%

93%

兜%
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94%

91%
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(参考)スケジュール

平成29年 9月

10 月

H月

福井県国民健康保険運営方針案の県議会説明

運営方針にかかるパブリックコメント実施、市町の意見聴取

国から平成 30 年度納付金・標準保険料算定にかかる仮係

数提示、県において納付金等の推計実施

福井県国民健康保険運営協議会からの答申

運営方針決定

平成30年度標準保険料推計の県議会説明、県国民健康保険

条例(案)を議会に上程

国から平成 30午度納付金・標準保険料算定にかかる確定係

数提示、県において納付金等の算定実施・確定

平成30年度納付金額・標準保険料率を市町に通知

基金条例改正(案)を県議会に上程、県国保特別会計の予算

審議

各市町において保険料率を決定

12 月

平成30年 1月

2月

3月
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